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自己株式の取得に関するお知らせ 

(会社法第 165 条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) 

 

当社は、平成 19 年 2 月 15 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3項の規定によ

り読み替えて適用される同法第 156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしま

したのでお知らせいたします。 

記 

1．自己株式の取得を行う理由 

資本効率の向上を図るとともに将来の株式交換など機動的な資本戦略に備えて自己株式

を取得するものであります。 

 

2．取得の内容 

(1)取得する株式の種類 : 当社普通株式 

(2)取得する株式の総数 : 1,700 万株を上限とする 

     (発行済株式総数に対する割合 1.3％) 

(3)株式の取得価額の総額 : 1,000 億円を上限とする 

(4)取得する期間  : 平成 19 年 2 月 16 日～平成 19 年 3 月 16 日 

 

3.当社の資本政策及び利益還元方針について 

今後、資本効率の向上や資本戦略を機動的に実施していくため、将来の投資計画や資金

計画を勘案しながら自己株式の取得も重要な資本戦略の一環として適宜実施して参ります。 

尚、利益還元方針につきましては、連結ベースの配当性向で 30％を目処に順次高めてい

くというこれまでの配当政策を継続して参ります。 

 

(ご参考)平成 18 年 12 月 31 日時点の自己株式の保有 

発行済株式総数(自己株式を除く) 1,331,651,440 株 

自己株式数  1,794,390 株 

以上 
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